法第２条第７項第２号に係る特定信書便役務の提供区域等の概要
１　申請者名：赤帽島根県軽自動車運送協同組合
２　提供区域又は区間：出雲市、大田市、平田市、雲南市、簸川郡斐川町、佐田町、多伎町、湖陵町、大社町、邇摩郡温泉津町（福波大字吉浦10番地以南を除く。）、仁摩町
３　送達手段：軽四輪自動車
４　最長時間経路
	道路名
	始点
	終点
	方向
	所要
時間
(分)a
	距離
(km)b
	平均
速度
(km/h)
b/a×60
	制限
速度
(km/h)

	県道23号線
	県道23号線カーブ
	一畑口
	右
	11
	6.1
	33.3
	50

	国道431号線
	一畑口
	矢尾町
	左
	32
	14.9
	27.9
	50

	県道278号線
	矢尾町
	出雲市役所前
	右
	15
	3.3
	13.2
	40

	国道9号線
	出雲市役所前
	吉浦10番地
	
	85
	58.7
	41.4
	40

	合　計
	
	
	
	143
	83.0
	43.8
	


○移動実測時間（分）
　　平日の朝夕の混雑時間帯：143分
　　　　（計測日時及び天候：平成17年2月10日（金）17:30～　　　／曇り時々雨　）
　　平日の日中時間帯：112分
　　　　（計測日時及び天候：平成17年2月10日（金）13:00～　　　／曇り時々雨　）

　○通常移動時間（分）：
５　引受等所要時間（分）：１５分（最大３箇所立寄る場合に、1回1箇所につき５分とする。）
除外区域





送達手段ごとに実測を行うこと





速度超過の疑いが無いか注意





目安としては、朝：７～9時頃


　　　　　　　夕：17～19時頃





実測開始時刻を記載





関東・近畿以外は記載不要


（信書便事業課で計測）








